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  規　　　　　則  

　山形県医療法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年８月12日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第82号

　　　山形県医療法施行細則の一部を改正する規則

　山形県医療法施行細則（昭和41年10月県規則第73号）の一部を次のように改正する。

　第３条第19号の次に次の１号を加える。

　(19)の２　法第15条第３項及び規則第25条の２において準用する規則第25条の規定による病院又は診療所に診療

用粒子線照射装置を設置しようとするときの届出　別記様式第19号の２

　第３条第26号の次に次の１号を加える。

　(26)の２　令第５条の５及び規則第30条の36の規定による社会医療法人の認定申請書　別記様式第26号の２

　第３条第40号中「精算人就職」を「清算人就職」に改め、同条第41号中「精算結了」を「清算結了」に改める。
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　別記様式第１号の２及び別記様式第５号中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記様式第19号の次に次の１様式を加える。

様式第19号の２

年　　月　　日　　　

　　山形県知事　殿

　　（保健所長）

管理者　住　所　　　　　　　　　　　　

　　　　氏　名　　　　　　　　　○印 　　

診療用粒子線照射装置設置届

　　下記のとおり診療用粒子線照射装置を設置するから届け出ます。

記

　４　診療用粒子線照射装置

　５　診療用粒子線照射装置の防護

１　名　 　 　 　 称

２　開 設 の 場 所

　　　　　　　年　　　月　　　日３　予定使用開始時期

定　　格　　出　　力
設　 置　 場　 所台　 数型　 式製　 作　 者　 名

重 イ オ ン 線陽　 子　 線

台

適　・　否照射管の容器の遮へい

適　・　否照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための措置

有　・　無放射線照射自動表示装置

有　・　無放射線照射遮断インターロック

診療用高エネルギー放射線発生装置

診療用高エネルギー放射線発生装置

診療用粒子線照射装置
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　６　診療用粒子線照射装置使用室等

　７　照射装置を使用する者の氏名及び放射線診療に関する経歴

　備考

　　１　診療用粒子線照射装置使用室、操作室の平面図及び側面図を添付すること。

　　２　１の平面図及び側面図には、照射管の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離、照射方向、管

理区域、標識等を明示すること。また、天井、床及び周囲の画壁等の外側における実効線量を測定のうえ、

その値を明示すること。

　　３　診療用粒子線照射装置を使用する者の免許証を提示し、又はその写しを添付すること。

　別記様式第24号中「、診療用放射線照射装置」を「、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置」に改め、

同様式の備考第１項第２号中「診療用高エネルギー放射線発生装置」を「診療用高エネルギー放射線発生装置又は

診療用粒子線照射装置」に改める。

　別記様式第25号中「診療用放射線照射装置」を「診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置」に改める。

　別記様式第26号の次に次の１様式を加える。

様式第26号の２

年　　月　　日　　

　　山形県知事　殿

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　

名称及び代表者氏名　　　　　　　　○印 　　

社 会 医 療 法 人 認 定 申 請 書

　　下記のとおり社会医療法人に認定されるよう申請します。

記

時間／週照射装置の１週間当たり延べ使用時間

そ の 他

障 害 防 止

の 方 法

操 作 室使　　　　　用　　　　　室

面　 積
室　 の

構　 造

出 入 口

の　 数

画壁の防護（鉛当量）

面　 積室 の 構 造
利用線 錐 の

すい

方向以外　
利用線 錐 の

すい

方向　　　

㎡㎜㎜㎡

防 護 省 略 の 部 分

放 射 線 診 療 に 関 す る 経 歴職　 種氏 名

救急医療等確保事業の別
救急医療等確保事業を行っている病院又は診療所

所　　　　　在　　　　　地名　　　　　称
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　（注）　１　「救急医療等確保事業を行っている病院又は診療所」欄には、医療法第42条の２第１項第５号の基準

に適合する病院又は診療所（指定管理者として管理する病院又は診療所を含む。）をすべて記載するこ

と。

　　　　２　「救急医療等確保事業の別」欄には、当該施設で行っている医療が、医療法第30条の４第２項第５号

に掲げる医療のいずれに該当するものであるかの別（当該施設で同法第42条の２第１項第５号の基準を

満たすものが複数ある場合は、そのすべて）を次に掲げるもののうちから選択して記載すること。

　　　　　○救急医療（精神科救急医療の基準を満たす場合は、「精神科救急医療」と記載すること。）　○災害

医療　○へき地医療　○周産期医療　○小児救急医療

　備考　次の書類を添付すること。

　　(1) 定款又は寄附行為の写し

　　(2) 医療法第42条の２第１項第５号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当す

る旨を説明する書類

　　(3) 医療法第42条の２第１項第１号から第４号まで及び第６号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

  告　　　　　示  

山形県告示第722号

　県営土地改良事業の施行に伴う工事を次のとおり完了した。

　　平成20年８月12日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第723号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定により、平成20年度地籍調査事業計画を次のとおり

定めた。

　　平成20年８月12日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

工 事 完 了 年 月 日地　　　　　区　　　　　名事　　　　　　　業　　　　　　　名

平成18年３月31日家 根 合 地 区担 い 手 育 成 基 盤 整 備 事 業

平成20年３月31日稲 生 地 区農 業 水 利 施 設 緊 急 更 新 整 備 事 業

同水 芭 蕉 の 丘 地 区広 域 営 農 団 地 農 道 整 備 事 業

同飽 海 東 部 地 区中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業

同上 野 新 田 ２ 期 地 区た め 池 等 整 備 事 業

同黒 森 地 区特 定 農 業 用 管 水 路 等 特 別 対 策 事 業

同下 井 皿 地 区特 定 農 業 用 管 水 路 等 特 別 対 策 事 業
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山形県告示第724号

　土地改良法（昭和24年法律195号）第18条第16項の規定により、新庄市鶴の子土地改良区の次の役員が退任した

旨の届出があった。

　　平成20年８月12日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第725号

　土地改良法（昭和24年法律195号）第18条第16項の規定により、新庄市鶴の子土地改良区の役員に次の者が就任

した旨の届出があった。

　　平成20年８月12日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

調　査　期　間調　　　　　　査　　　　　　地　　　　　　域調査を行う者の名称

平成20年７月30日

から平成21年３月

31日まで

蔵王成沢の一部山　 　 形　 　 市

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

新庄市本合海184番地１斎　 藤　 良 太 郎理 事

同　　　　　35番地３越　 後　 昭 太 郎同

同　　　　　84番地樋 渡 信 義同

同　　　　　228番地１清　 水　 源 太 郎同

同　　　　　60番地樋 渡 敏 春同

同　　　　　1023番地３加 賀 陽 一同

最上郡大蔵村大字合海104番地安 彦 義 広監 事

新庄市本合海２番地斎 藤 俊 義同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

新庄市本合海35番地３越　 後　 昭 太 郎理 事

同　　　　　60番地樋 渡 敏 春同

同　　　　　1023番地３加 賀 陽 一同

同　　　　　228番地１清 水 哲 夫同

同　　　　　２番地斎　 藤　 富 士 男同
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山形県告示第726号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する

予定である。

　　平成20年８月12日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

　　　　新庄市金沢字金沢山3069

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　干害の防備

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐は、択伐による。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

２　(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

　　　　新庄市金沢字金沢山3069

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　公衆の保健

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐は、択伐による。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

３　(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

　　　　西置賜郡飯豊町大字広河原字緑摩遠見467

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　公衆の保健

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐は、択伐による。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

４　(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

　　　　西置賜郡飯豊町大字広河原字湯ノ沢448－1

　　(2) 保安林として指定された目的

同　　　　　25番地阿 部 重 哉監 事

最上郡大蔵村大字合海70番地信 田 寿 美同
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　　　　公衆の保健

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐は、択伐による。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

５　(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

　　　　西置賜郡飯豊町大字広河原字千野沢441

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　公衆の保健

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

６　(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

　　　　西置賜郡飯豊町大字小屋字栂峯708－１

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　公衆の保健

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

７　(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

　　　　鶴岡市一霞字宮ノ台106－７、106－９、106－200

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　土砂の流出の防備

　　(3) 変更後の指定施業要件

　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

８　(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所

　　　　酒田市草津字上数河５－２

　　(2) 保安林として指定された目的

　　　　干害の防備

　　(3) 変更後の指定施業要件
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　　　イ　立木の伐採の方法

　　　　(ｲ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

　　　　(ﾛ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

　　　　(ﾊ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　　　ロ　立木の伐採の限度

　　　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を農林水産部森林課並びに関係市役所及び

飯豊町役場に備え置いて縦覧に供する。）

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第66号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立

の届出があった。

　　平成20年８月12日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第67号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動

の届出があった。

　　平成20年８月12日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　政　党

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成

20. 7. 8

西置賜郡飯豊町大字萩生1,336番

地
朝　倉　隆一郎後 藤 恒 雄後 藤 幸 平 を 励 ま す 会

同

7.14
西置賜郡飯豊町大字萩生51－５舩 山 寿 一長 岡 米 次

石山和夫を支援する町民

の会

同

7.24
西置賜郡飯豊町大字萩生51－５石 山 幸 子石 山 和 夫飯 豊 の 未 来 を 育 む 会

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

20. 6. 2

大 山 正 弘鈴 木 健 治会 計 責 任 者

自由民主党村山市支部
村山市楯岡笛田一丁目

１番10号

村山市楯岡鶴ヶ町２丁

目７番32号
主たる事務所の所在地

同

6. 3
田 所 敬 子小 野 和 行会 計 責 任 者

自由民主党山形県宅建

支部
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　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第68号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成19年分の収支報告書の要

旨を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成20年８月12日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

同

6.13

田 辺 省 二伊 藤 一代 表 者
社会民主党鶴岡田川支

部
伊 藤 一加 賀 山 茂会 計 責 任 者

同

6.19

本 城 昭 一飯 野 準 治代 表 者

自由民主党鶴岡支部

川 村 正 志山 中 昭 男会 計 責 任 者

同

渡 辺 康 弘服 部 智 彦代 表 者
自由民主党山形県薬剤

師支部
布　 施　 孝 三 郎遠　 藤　 東 一 朗会 計 責 任 者

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

20. 6.19

渡 辺 康 弘服 部 智 彦代 表 者
山形県藤井もとゆき薬

剤師後援会
布　 施　 孝 三 郎遠　 藤　 東 一 朗会 計 責 任 者

同

渡 辺 康 弘服 部 智 彦代 表 者

山 形 県 薬 剤 師 連 盟

布　 施　 孝 三 郎遠　 藤　 東 一 朗会 計 責 任 者

同

6.23
佐 貝 晴 男神 棒 信 一会 計 責 任 者南 陽 政 経 懇 話 会

同

7. 8

伊 藤 利 喜三 浦 晃 一代 表 者
「しんべえを励ます

会」
鶴岡市山五十川乙310鶴岡市山五十川丙178主たる事務所の所在地
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小野田貞一後援会

○寄附の内訳

　（個人分）

　寄附者の氏名　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　住　　　所

　小　野　田　貞　一　　　　　　　　　　50,000円　　　南陽市

弘山会連合会

○寄附の内訳

（その他の政治団体）　　　　　　　　　単位：円

門馬徹を応援す

る会
弘山会連合会

小野田貞一後援

会
政 治 団 体 の 名 称

20. 5.2120. 3.1920. 2.22報告年月日

11,0003,838,60382,809収入総額

038,6037,809　前年繰越額

11,0003,800,00075,000　本年収入額

11,0003,833,56880,760支出総額

本年収入の内訳

25,000　個人の党費・会費　金額

25　　　　　　　　　　員数（人）

11,0003,800,00050,000　寄附（内訳別掲）

11,0003,800,00050,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

02,247,4180　経常経費

768,384　　人件費

139,780　　光熱水費

921,897　　備品・消耗品費

417,357　　事務所費

11,0001,586,15080,760　政治活動費

86,15080,760　　組織活動費

1,500,000　　選挙関係費

11,00000　　事業費

　　　機関紙発行事業費

11,000　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　（個人分）

　寄附者の氏名　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　住　　　所

　加　藤　　　弘　　　　　　　　　　　 800,000円　　　酒田市

　加　藤　　　幸　　　　　　　　　　　 500,000円　　　酒田市

　佐　藤　　　司　　　　　　　　　　 1,500,000円　　　酒田市

　佐　藤　　　秋　　　　　　　　　　 1,000,000円　　　酒田市

門馬徹を応援する会

○寄附の内訳

　（個人分）

　寄附者の氏名　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　住　　　所

　門　馬　　　徹　　　　　　　　　　　　11,000円　　　上山市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第69号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体の解散の届出があっ

た。

　　平成20年８月12日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第70号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成20年分の収支報告書の要

旨を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成20年８月12日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

解散年月日代表者の氏名政 治 団 体 の 名 称

平成20. 3.13佐 藤　 司弘山会連合会

平成20. 5.30原 田　 斎門馬徹を応援する会

平成20. 5.31高 橋 浩 市小野田貞一後援会
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小野田貞一後援会

○寄附の内訳

　（個人分）

　寄附者の氏名　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　住　　　所

　小野田　貞　一　　　　　　　　　　　 462,000円　　　南陽市

　小野田　新　一　　　　　　　　　　　　50,000円　　　南陽市

　小野田　　　浩　　　　　　　　　　　　50,000円　　　南陽市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（その他の政治団体）　　　　　　　　　単位：円

小野田貞一後援

会

門馬徹を応援す

る会
弘山会連合会政 治 団 体 の 名 称

20. 6. 920. 6. 420. 3.19報告年月日

1,362,04905,035収入総額

2,04905,035　前年繰越額

1,360,00000　本年収入額

1,362,04905,000支出総額

本年収入の内訳

798,000　個人の党費・会費　金額

133　　　　　　　　　　員数（人）

562,00000　寄附（内訳別掲）

562,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

005,000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

5,000　　事務所費

1,362,04900　政治活動費

1,362,049　　組織活動費

　　選挙関係費

000　　事業費

　　　機関紙発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第71号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団

体の指定の届出があった。

　　平成20年８月12日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第72号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により、平成20年５月18日執行の山形県議会議員補欠

選挙（東村山郡選挙区）における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表する。

　　平成20年８月12日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類　　平成20年５月18日執行　山形県議会議員補欠選挙（東村山郡選挙区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,813,000　円

３　報告書の要旨

届出年月日代表者の氏名主たる事務所の所在地
資金管理団体

の名称　　　
公 職 の 種 類届出者の氏名

平成20. 7.24石 山 和 夫
西置賜郡飯豊町大字萩生

51－５

飯豊の未来を

育む会
飯豊町長石 山 和 夫
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　　　　平成20年３月28日から
　期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　　平成20年５月30日まで　

無 所 属所属党派村 山　 稔候 補 者 氏 名

相　沢　恵美子出納責任者氏名

平成20年６月２日　　第１回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

353,500人 件 費そ の 他 の 寄 附

422,453家　 　 屋　 　 費2,500,000そ の 他 の 収 入

361,043　(イ) 選 挙 事 務 所 費

61,410　(ロ) 集 合 会 場 費

通　 　 信　 　 費

交　 　 通　 　 費

313,620印　 　 刷　 　 費

818,580広　 　 告　 　 費

82,800文 具 費

162,019食 糧 費

休 泊 費

69,665雑 費

2,222,637今 回 計2,500,000今 回 計

前 回 計前 回 計

2,222,637総 計2,500,000総 計

件 円 円
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　　　　平成20年４月11日から
　期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　　平成20年６月11日まで　

無 所 属所属党派村 山　 稔候 補 者 氏 名

相　沢　恵美子出納責任者氏名

平成20年６月16日　　第２回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

人 件 費そ の 他 の 寄 附

家　 　 屋　 　 費そ の 他 の 収 入

　(イ) 選 挙 事 務 所 費

　(ロ) 集 合 会 場 費

19,881通　 　 信　 　 費

交　 　 通　 　 費

印　 　 刷　 　 費

広　 　 告　 　 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑 費

19,881今 回 計今 回 計

2,222,637前 回 計2,500,000前 回 計

2,242,518総 計2,500,000総 計

件 円 円
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　　　　平成20年５月11日から
　期間　　　　　　　　　　　　第３回分
　　　　平成20年７月30日まで　

無 所 属所属党派村 山　 稔候 補 者 氏 名

相　沢　恵美子出納責任者氏名

平成20年７月30日　　第３回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

人 件 費そ の 他 の 寄 附

家　 　 屋　 　 費そ の 他 の 収 入

　(イ) 選 挙 事 務 所 費

　(ロ) 集 合 会 場 費

39,051通　 　 信　 　 費

交　 　 通　 　 費

印　 　 刷　 　 費

広　 　 告　 　 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑 費

39,051今 回 計今 回 計

2,242,518前 回 計2,500,000前 回 計

2,281,569総 計2,500,000総 計

件 円 円
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　　　　平成20年３月30日から
　期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　　平成20年５月31日まで　

無 所 属所属党派鈴　木　　　孝候 補 者 氏 名

鈴　木　澄　夫出納責任者氏名

平成20年６月２日　　第１回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

1,108,000人 件 費200,000無 職山 上 シ ン

486,330家　 　 屋　 　 費300,000パ ー ト 勤 務多 田 和 子

440,000　(イ) 選 挙 事 務 所 費100,000会 社 会 長原 田 孝 一

46,330　(ロ) 集 合 会 場 費100,000会 社 社 長原 田 啓 太 郎

205,060通　 　 信　 　 費50,000会 社 社 長鈴 木 寛 次

交　 　 通　 　 費そ の 他 の 寄 附

231,000印　 　 刷　 　 費2,750,000そ の 他 の 収 入

749,210広　 　 告　 　 費

87,000文 具 費

229,502食 糧 費

休 泊 費

148,416雑 費

3,244,518今 回 計3,500,000今 回 計

前 回 計前 回 計

3,244,518総 計3,500,000総 計

件

円 円
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山形県選挙管理委員会告示第73号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により平成20年２月29日付け山形県選挙管理委員会告

示第11号にて公表した平成19年４月８日執行の山形県議会議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書

について、訂正の報告があったので、その要旨を次のとおり公表する。

　　平成20年８月12日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　　　　平成20年５月１日から
　期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　　平成20年６月20日まで　

無 所 属所属党派鈴　木  　　孝候 補 者 氏 名

鈴　木　澄　夫出納責任者氏名

平成20年６月20日　　第２回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

人 件 費そ の 他 の 寄 附

家　 　 屋　 　 費そ の 他 の 収 入

　(イ) 選 挙 事 務 所 費

　(ロ) 集 合 会 場 費

14,660通　 　 信　 　 費

交　 　 通　 　 費

印　 　 刷　 　 費

広　 　 告　 　 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

36,136雑 費

50,796今 回 計今 回 計

3,244,518前 回 計3,500,000前 回 計

3,295,314総 計3,500,000総 計

件 円 円
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　　　　平成19年１月29日から
　期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　　平成19年４月12日まで　

無 所 属所属党派海　鋒　孝　志候 補 者 氏 名

伊豆田　智　三出納責任者氏名

平成20年５月26日訂 正 年 月 日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

26,400人 件 費2,684,500資金管理団体か い ほ こ 孝 志 後 援 会

942,696家　 　 屋　 　 費100,000政 党民主党山形県総支部連合会

942,696　(イ) 選 挙 事 務 所 費26,400６そ の 他 の 寄 附

　(ロ) 集 合 会 場 費 等そ の 他 の 収 入

15,045通　 　 信　 　 費

交　 　 通　 　 費

984,660印　 　 刷　 　 費

105,000広　 　 告　 　 費

40,163文 具 費

40,411食 糧 費

休 泊 費

127,440雑 費

2,281,815今 回 計2,810,900今 回 計

前 回 計前 回 計

2,281,815総 計2,810,900総 計

件

円 円
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  公　　　　　告  

　クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第７条第１項の規定により、平成20年度クリーニング師試験を次のと

おり実施する。

　　平成20年８月12日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　平成19年５月10日から
　期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　　平成19年５月11日まで　

無 所 属所属党派海　鋒　孝　志候 補 者 氏 名

伊豆田　智　三出納責任者氏名

平成20年５月26日訂 正 年 月 日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

人 件 費そ の 他 の 寄 附

家　 　 屋　 　 費そ の 他 の 収 入

　(イ) 選 挙 事 務 所 費

　(ロ) 集 合 会 場 費

3,982通　 　 信　 　 費

交　 　 通　 　 費

印　 　 刷　 　 費

広　 　 告　 　 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

雑 費

3,982今 回 計今 回 計

2,281,815前 回 計2,810,900前 回 計

2,285,797総 計2,810,900総 計

件 円 円
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１　試験の日時及び場所

２　受験手続

　　受験願書を平成20年９月24日（水）から10月３日（金）までの間に最寄の保健所に提出すること。ただし、県

外居住者にあっては、山形市松波二丁目８番１号山形県健康福祉部保健薬務課に提出すること（郵送による提出

の場合は、平成20年10月３日(金)までの消印のあるものに限り有効とする。）。

３　その他

　　詳細については、各保健所又は山形県健康福祉部保健薬務課（電話023(630)2329）に問い合わせること。

正　　　　　誤

　　　　場 所　　　　　　　日 時　　　　　　区 分　　　

山形市十日町一丁目６番６号　村山保健所
平成20年11月５日（水）

午前10時から11時30分
学 科 試 験

　　　　　　　　　同　　　　　　　　　
　　　　 同 　　　　

午後０時30分から
実 技 試 験
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